
１．職員の任免及び職員の数の状況

町長部局等

教育委員会

公営企業等

計

　（注）町長部局等には、町長部局・議会事務局・各行政委員会を含みます。

（２）部門別職員数の状況は次のとおりです。（各年４月１日現在）

区　　分

部　　門 平成２２年 平成２３年

84 83 -1

28 28 0

41 45 4

4 4 0

国保・介護・訪問看護等 13 14 1

170 174 4

(注）町から給与を支給される常勤の職員で、一般職に属する者。

（３) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２３年４月１日現在）

区　　分 職員数 構成比

１　　級 1人 1.2%

２　　級 3人 3.5%

３　　級 8人 9.4%

４　　級 37人 43.6%

５　　級 16人 18.8%

６　　級 5人 5.9%

７　　級 15人 17.6%

（注）１　東庄町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

　町民の皆さんに町の人事行政の運営等を理解していただくため、「東庄町人事行政の運営等の状況の公
表に関する条例」に基づき町の職員の任免、給与、勤務時間などの状況を公表します。

副主査、主任主事

係長、主査

係長、主査

課長補佐

東庄町人事行政の運営等の状況の公表

（１）平成２２年度に採用・退職した職員の状況は次のとおりです。

5
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退職者数（人）

4

0
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採用者数（人）
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1

職員数（人）

普通会計

公営企業等
会計

7

病院事業

水道事業

増減数(人）

一般行政部門

教育部門

合　　　　計

課長、主幹

主事、主事補

標準的な職務内容

主任主事、主事
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２．職員の給与の状況

（１）平成２２年度の普通会計決算の人件費の状況は次のとおりです。 （単位：人、千円）

住民基本台帳
人口（Ｈ22年度末）

実質収支 人件費率B/A 21年度人件費率

15,408 517,441 20.3% 20.8%

（２）平成２２年度の普通会計決算の給与費は次のとおりです。 （単位：人、千円）

職員数　A １人当り給与費

平成22年4月1日 給料 職員手当 期末・勤勉手当 合　計 B/A

111 450,443 49,382 158,088 657,913 5,927

（３）職員の平均給与月額の状況（平成２３年４月１日現在）

①一般行政職 （単位：歳、円）

区　　分 平均年齢

東庄町 45.3

国 42.3

②技能労務職 （単位：歳、円）

区　　分 平均年齢

東庄町 51.3

国 49.5

③教育職（幼稚園） （単位：歳、円）

区　　分 平均年齢

東庄町 42.9

（注）１　「平均給料月額」とは、各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての

　　　　諸手当の額を合計 したものである。

（４) 職員の初任給の状況（平成２３年４月１日現在） （単位：円）

東庄町 県

大　学　卒 178,800 178,800

高　校　卒 144,500 144,500

高　校　卒 133,100 141,900

中　学　卒 125,400 129,200

大　学　卒 192,800 -

短　大　卒 164,400 -

大　学　卒 209,800 -

短大３年卒 203,900 -

短大３年卒 203,900 -

短大２年卒 198,300 -

医
療
職

一般行政職

平均給料月額 平均給与月額

355,104 397,409

283,862 321,662

188,900

140,100

-

-

-

平均給料月額

平均給料月額

334,800

平均給与月額

295,725

平均給与月額

339,375

教　育　職

277,811

201,100

188,900

区　　　　　分 国

技能労務職

Ⅰ種　181,200

Ⅱ種　172,200

327,205 397,723

　（注）　人件費とは職員に支給された給与・退職手当・共済組合事業主負担金・公務災害補償基金負担金・特別職
　　　に支給された給与などの総額です。実質収支の額は、その団体の純余剰または純損失の額を示すものです。

180,500

-

保　健　師

看　護　師

5,093,505

給与費　B

人件費　B

1,033,984

歳出額　A

　（注）　職員手当には児童手当及び退職手当は含みません。
　　　　　本表の職員数には教育長は含みません。
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（５）特別職の報酬等の状況（平成２３年４月１日現在）

期末手当 勤勉手当

町　長 785,000円 （628,000円）

副町長 644,000円 （547,400円）

教育長 565,000円 （508,500円） 2.60月分 1.35月分

議　長 298,000円

副議長 243,000円

議　員 220,000円

（注）　報酬月額等の（　）内は、減額措置による減額後の額です。

（６）職員の手当の状況（平成２３年４月１日現在）

配偶者　　１３，０００円

配偶者以外の扶養親族

　　　１人につき６，５００円

　　　配偶者のいない者の１人目１１，０００円

　　　１６歳から２２歳までの子１人につき５，０００円加算

借家の場合（家賃１２，０００円を超える場合のみ）

　　　家賃に応じて２７，０００円を限度として支給

公共機関等（電車等）

　　原則として定期券代を全額（６か月定期の額）支給

自家用車等

　　２キロ以上において距離に応じて２，５００円から２４，５００円の間

その他 管理職手当、初任給調整手当

特殊な勤務に従事したときに支給

夜間看護手当など医療職を対象とした６手当

その他 休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当

期末手当　勤勉手当

2.60月分 1.35月分

職務上の段階、職務の級等による加算措置　有

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　

勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分

勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分

勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

　定年前早期退職特例措置　（２％～２０％加算）

（注）町から給与を支給される常勤の職員で、一般職に属する者。

期末・勤勉手当

退職手当

特殊勤務手当

勤
務
実
績
に
応
じ
て

支
給

毎
月
決
ま

っ
て
支
給

臨
時
に
支
給

3.95月分

自己都合 勧奨・定年

扶養手当

-

2.60月分 -

通勤手当

給　　料

報　　酬

区　　　　分 報酬月額等

正規の勤務時間外の勤務に対し、規則で定める割合を乗じた額を支給
　正規の勤務時間が割り振られた日における勤務　100分の125
　上記以外の勤務（週休日）　　100分の135
　（注1）午後10時から翌日の午前5時まで（深夜）はその割合に100分の25を加算
　（注2）月60時間を超えた時間外勤務についての支給割合は100分の150（深夜は100分の175）

住居手当

時間外勤務手当
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３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 (1)平成２３年４月１日現在の勤務時間は、原則として次のとおりです。

8:30 17:15

（8：00） （16：45）

　 　　２．学校用務員、幼稚園教諭及び病院職員は上記以外の勤務割り振りになります。

　　 　３．水曜日の窓口業務の延長など、時差出勤制度を導入しています。

 (2)休暇制度について

　①平成２２年（１月から１２月）の年次休暇の取得状況は次のとおりです。

　②年次休暇のほかに療養休暇、特別休暇（結婚、忌引き等）及び介護休暇などがあります。

　③平成２２年度の育児休業及び部分休業の取得状況は次のとおりです。

区  分 男 女 男 女

町長部局等 0 0 0 0

教育委員会 0 0 0 0

公営企業等 0 0 0 0

計 0 0 0 0

４．職員の分限及び懲戒の状況

　平成２２年度の分限処分及び懲戒処分の状況は、次のとおりです。

降任 免職 休職 降給 戒告 減給 停職 免職

0 0 0 1 0 0 0

５．職員の服務の状況

（１）地方公務員の規定による職務上の義務

　　①法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 ②信用失墜行為の禁止

　　③秘密を守る義務 　　④職務に専念する義務 ⑤政治的行為等の制限

　　⑥争議行為等の禁止 ⑦営利企業等の従事制限

（２）営利企業等の従事許可の状況

日曜日及び

１週間の
勤務時間

開始時刻 週休日休憩時間

22.2

17.97.1

8.9

 （注）１．（　）内は学校給食センターの勤務時間です。

消化率（％）

町長部局

土曜日

　平成２２年度中に営利企業等の従事許可はありませんでした。

懲戒処分（人）

１２：００～１３：００

分限処分（人）

　(注）　「分限処分」とは、職員が職務を十分に果たし得ないことについて行う処分で、「懲戒処分」とは、

　　　　職員の一定の義務違反に対する責任を問う処分です。

　(注）　地方公務員の育児休業等に関する法律により、３歳に満たない子
　　　　 を養育する職員は、その子が３歳に達する日まで育児休業または
　　　　 部分休業（１日２時間まで）を取得することができます。

教育委員会、農業委員会、議会事務局

終了時刻

３８時間４５分

区  分

育児休業（人） 部分休業（人）

平均取得日数（日）
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６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況

７．職員の福祉及び利益の保護の状況

８．職員採用試験の状況

平成２２年度の職員採用試験の状況は、次のとおりです。

採用予定数 申込者数 受験者数 合格者数

９．千葉県市町村公平委員会の業務の状況

（１）勤務条件に関する措置の要求に係る事項

　東庄町職員に係る案件はありません。

（２）不利益処分に関する不服申し立てに係る事項

　東庄町職員に係る案件はありません。

０人
一般行政職初級

若干名 ６人 ５人

（平成２２年度）

　事業者責任として職員の健康管理状態を把握し、健康障害や疾病の早期発見を行うため、定期健康診
断、生活習慣病予防検診、がん検診を実施しており、平成２２年度は１１３人が受診し、８０万６千円の公費
負担額となっています。
　また、職員の元気回復及び健康増進を図るため、東庄町役場職員組合に５３万１千円（職員組合２２年度
決算額３，７０３，７９６円）、千葉県市町村職員互助会に３１万８千円それぞれ厚生費として公費負担しまし
た。

（平成２２年度）

（平成２２年度）

　平成２２年度は千葉県自治研修センター主催による階層別研修及び専門研修へ２７人、香取広域市町村
圏事務組合主催による新任職員共同研修に４人、接遇共同研修に２人、中級職員共同研修に１人、ＪＳＴ共
同研修に５人参加しました。この他、千葉県町村議会議長会主催による議員共済会の研修に議会事務局
職員が、千葉県教育委員会主催による研修に教育委員会職員が、千葉県及び千葉県農業会議主催によ
る農地事務・農業者年金事務研修会に農業委員会事務局職員が参加しています。
　また、職員の執務について、能力や実績などに関しての勤務成績の評価を行い、その評定の結果に基づ
き、昇給や昇任を行っています。

３人
一般行政職上級

１６人

募集職種

若干名 １８人
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